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平成18年 3月20日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1761号

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

告
　
示

◯
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
（
二
一
七
・
男
女
共
同
参
画
課
）
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
二
一
八
、
二
一
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
二
二
〇
〜
二
二
二
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
二
二
三
・
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
３

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援
室
）
二
件
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
４

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
五
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
秋
田
県
指
定
文
化
財
の
指
定
（
六
、
七
・
文
化
財
保
護
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

◯
コ
イ
（
マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
）
の
持
出
し
及
び
移
植
な
ら
び
に
放
流
等
に
係
る
指
示

（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
七
号

秋
田
県
中
央
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
か
ら
指
定
の
辞
退
の
申
出
が
あ
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
秋
田
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
住
所
及
び
名
称

秋
田
市
中
通
二
丁
目
三
番
八
号

財
団
法
人
秋
田
県
婦
人
会
館

二
　
指
定
取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
八
日

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

仁
賀
保
矢
島
館
合
線

仁
賀
保
矢
島
館
合
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
〇
〇
〜
二
二
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
三
八

〇
・
〇
三
八

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
東
由
利
黒
渕
字
山
岸
八
一
番
一
地
先
か
ら
八
一
番
三
六
地
先
ま
で

〃
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

本
荘
岩
城
線

本
荘
岩
城
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜
三
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
二
〇

〇
・
〇
二
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
岩
谷
町
字
向
川
端
七
番
一
地
先
か
ら
一
番
一
地
先
ま
で

〃

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
内
小
友
字
中
伊
岡
三
〇
九
番
四
か
ら
字
明

通
三
五
番
二
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
内
小
友
字
明
通
三
五
番
二
地
先
か
ら
大
曲

西
根
字
大
嶋
東
六
五
〇
番
二
地
先
ま
で
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一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称

能
代
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

能
代
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
能
代
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
四
年
四
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号
、
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
七
百
九
十

号
、
平
成
二
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
、
平
成
八
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
十
六
号
及
び

平
成
十
四
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号
の
事
業
地
に
お
い
て
、
能
代
市
川
反
町
、
大
町
、

明
治
町
、
元
町
、
御
指
南
町
及
び
能
代
町
字
中
川
原
地
内
の
事
業
計
画
を
変
更
す
る
。

（二）

使
用
の
部
分

変
更
な
し

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
心
を
支
え
る
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

佐
　
藤
　
敏
　
雄

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
七
丁
目
二
番
六
十
一
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
秋
田
県
在
住
の
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
地
域
で
未
来
に
夢
を
持
ち
な
が
ら
、

い
き
い
き
と
輝
い
て
生
活
で
き
る
社
会
環
境
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
精
神
障
害
者
が
自

立
し
、
地
域
で
分
け
隔
て
な
く
生
き
ら
れ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ー
ト
夢
ネ
ッ
ト
あ
き
た

三
　
代
表
者
の
氏
名

千
　
葉
　
文
　
士

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
字
早
稲
田
四
百
三
十
番
地

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

子
ど
も
た
ち
の
笑
い
声
が
は
じ
け
、
お
年
寄
り
た
ち
に
出
番
が
あ
り
、
若
者
た
ち
が
地
域
の
祭

り
や
芸
能
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
す
る
、
そ
ん
な
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
風
景
が
消
え
て
久
し
く
、

人
と
人
と
の
心
通
う
関
係
が
切
実
に
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
取
り
戻
し
た
い
風
景
を

想
い
描
く
こ
と
の
で
き
る
世
代
が
、
本
気
に
な
れ
ば
、
お
年
寄
り
の
知
恵
や
技
を
学
び
、
若
者
た

公
　
　
　
　
　
　
告

３

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
大
曲
西
根
字
大
嶋
東
六
五
〇
番
二
地
先
か

ら
和
合
字
田
中
一
七
一
番
ま
で
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ち
の
パ
ワ
ー
を
讃
え
、
子
ど
も
た
ち
と
共
に
育
ち
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
が
で
き
る
も
の
と
確

信
し
ま
す
。
高
齢
者
に
は
出
番
の
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
の
元
気
の
源
、
子
ど
も
た
ち
に
は
生
身
の

人
間
と
の
ふ
れ
あ
い
こ
そ
が
生
き
る
力
、
こ
の
法
人
は
子
ど
も
た
ち
も
若
者
た
ち
も
豊
富
な
人
生

経
験
を
持
つ
高
齢
者
も
、
と
も
に
学
び
あ
い
、
育
ち
あ
う
場
づ
く
り
を
積
極
的
に
す
す
め
、
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
、
学
校
教
育
の
現
場
へ
の
専
門
的
講
師
の
派
遣
な
ど
、

地
域
全
体
が
元
気
に
な
る
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋

田
県
能
代
地
区
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
字
田
子
向
百
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
塚
　
和
　
雄

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

鹿
郡
沼
館
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
雄
物
川
町
沼
館
字
沼
館
三
百
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
寿
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
宮
ノ
目
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
　
内
　
鐘
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
八
掛
百
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
　
山
　
　
　
忠

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
中
島
二
百
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
玉
　
悦
　
朗

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
下
川
原
二
百
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
　
h

直
　
人

〃
　
　
〃
　
　
　
今
宿
字
西
ノ
在
家
四
十
六
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
十
四
男

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
今
宿
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
松
田
　
満
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
高
花
六
十
二
番
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
　
田
　
和
　
儀

〃
　
　
〃
　
　
　
会
塚
字
大
塚
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
賢
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
石
塚
百
六
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
功

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
上
大
塚
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
池
　
幸
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
下
野
四
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
　
　
肇

〃
　
　
〃
　
　
　
南
形
字
大
巻
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
川
　
順
　
市

〃
　
　
〃
　
　
　
造
山
字
造
山
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
長
之
助

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
雄
物
川
町
沼
館
字
沼
館
三
百
四
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
寿
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
宮
ノ
目
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
　
内
　
鐘
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
八
掛
百
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
　
山
　
　
　
忠

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
中
島
二
百
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
　
玉
　
悦
　
朗

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
下
川
原
二
百
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
　
h

直
　
人

〃
　
　
〃
　
　
　
今
宿
字
西
ノ
在
家
四
十
六
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
十
四
男

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
今
宿
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
松
田
　
満
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
高
花
六
十
二
番
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
　
田
　
和
　
儀

〃
　
　
〃
　
　
　
会
塚
字
大
塚
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
賢
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
石
塚
百
六
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
功

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
石
塚
百
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
池
　
　
　
博

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
又
兵
衛
二
百
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
良
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
南
形
字
大
巻
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
川
　
順
　
市

〃
　
　
〃
　
　
　
造
山
字
造
山
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
長
之
助

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
今
宿
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
　
清
　
助

〃
　
　
〃
　
　
　
沼
館
字
沼
館
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
　
山
　
良
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
会
塚
字
大
塚
九
十
八
番
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
　
上
　
利
　
治

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
今
宿
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
　
清
　
助

〃
　
　
〃
　
　
　
沼
館
字
沼
館
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
　
山
　
良
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
会
塚
字
田
中
三
十
四
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
道
　
雄

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

一
　
日
時
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
　
午
後
四
時
三
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（二）

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

４

教

育

委

員

会

告

示
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（三）

秋
田
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
案

（四）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（五）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲

を
定
め
る
規
則
案

（六）

あ
き
た
教
育
新
時
代
創
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
平
成
十
八
年
度
実
施
計
画
（
案
）

（七）

公
立
幼
稚
園
の
廃
止
の
認
可

（八）

秋
田
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

案
（九）

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（十）

秋
田
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属

す
る
事
務
に
係
る
権
限
委
譲
対
象
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
案

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
委
員
の
任
命

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
案

そ
の
他

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

秋
田
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
有
形
文
化
財
を
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
（
考
古
資
料
）
に
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

秋
田
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
無
形
の
民
俗
文
化
財
を
秋
田
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
コ
イ
（
マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
の
取
扱
い
を
次
の

と
お
り
制
限
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

一
　
指
示
を
す
る
区
域

県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
一
体
を
な
す
県
内
の
水
面

二
　
指
示
の
内
容

（一）

持
ち
出
し
の
制
限

コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
ィ
ル
ス
病
に
羅
患
し
た
と
き
ま
た
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
水
域
の
コ
イ
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
蔓
延
防
止
の
た
め
及

び
公
的
機
関
が
試
験
研
究
な
ら
び
に
検
査
に
供
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（二）

移
植
の
制
限

コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
ィ
ル
ス
病
に
羅
患
し
た
と
き
ま
た
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
水
面
に
コ
イ
を
移
植
し
て
は
な
ら
な
い
。

（三）

放
流
等
の
制
限

コ
イ
を
増
殖
等
の
目
的
で
放
流
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
放
流
し
よ
う
と
す
る
コ
イ
が

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）

汚
染
水
域
由
来
で
な
い
こ
と
。

（２）

汚
染
水
域
由
来
の
コ
イ
と
水
を
介
し
て
の
接
点
が
な
い
こ
と
。

（３）

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
コ
イ
群
で
あ
る
こ
と
。

（四）

遺
棄
の
禁
止

生
死
を
問
わ
ず
コ
イ
を
投
棄
、
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

（ ）十一（ ）十二（ ）十三（ ）十四

名
　
　
　
称

洲
崎
遺
跡
出
土
人
魚

木
簡

員

数

一
点

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
市
金
足
鳰
崎
字
後
山
五
十
二
番

地秋
田
県
立
博
物
館

所
　
有
　
者

秋
田
県

名
　
　
　
称

一
日
市
盆
踊

所
　
　
　
在
　
　
　
地

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
一
日
市

主
た
る
保
存
団
体

一
日
市
郷
土
芸
術
研
究
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
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三
　
指
示
を
す
る
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
十
七
年
九
月
九
日
（
第
千
七
百
八
号
）
掲
載
の
秋
田
県
公
告
（
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の

認
可
）

（
原
稿
誤
り
）

二
　
　

下
　

六
〜
七
　
秋
田
県
南
旭
生
川
水
系
土
地
改
　
秋
田
県
南
旭
川
水
系
土
地
改
良

良
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
（
第
千
七
百
十
四
号
）
掲
載
の
秋
田
県
公
告
（
土
地
改
良
区
の
定
款
変

更
の
認
可
）

（
原
稿
誤
り
）

三
　
　

下
　

終
り
か
ら
　
秋
田
県
南
旭
生
川
水
系
土
地
改
　
秋
田
県
南
旭
川
水
系
土
地
改
良

二
〜
一
　
良
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区

６

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
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